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研究成果の概要（和文）：本研究プロジェクトは、日本語及び英語を母語としない人たちに、法令を中心とした日本の
法規範・法文化に関する情報を、多言語でハイブリッド発信するための効果的な方法について研究したものである。国
際的な研究会やシンポジウムの開催、海外への訪問調査、多くの雑誌論文・学会発表、そして図書刊行などを行い、研
究プロジェクト全体の成果として、論文集「多文化共生時代の法と言語」を簡易製本した。その論文集は、法と言語に
関わる問題、とくに相互理解を促すうえで言語の障壁をいかにして克服するかという問題について考え、さらに、その
解決に向けて大学がどのような役割を果たすことができるかを考えたものである。

研究成果の概要（英文）：This research project examined the best mixture of multilingual information for di
ssemination of quality legal information, such as Japanese legal norm and culture, to the people not speak
ing Japanese or English as native languages. It successfully organized international workshops and symposi
a, conducted overseas investigations, made a lot of presentations in academic meetings, and published a lo
t of journal articles and books. As the overall outcome, it made a collection of papers, titled "Law in Mu
lticultural Symbiosis: Toward Enhanced Mutual Understanding." The collection considered problems on law an
d language, especially how to overcome language barriers for mutual understanding, and further what role u
niversities could fulfill to solve the problems.
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１．研究開始当初の背景 
日本法に関する情報発信は、内外で強く求

められている。国際的には、日本法の透明化
や対日投資の振興、開発途上国・体制移行国
への法整備支援、国内的には、留学生教育に
加えて、外国人労働者や難民をはじめとする
移民受入れ論議の高まりがその背景になっ
ている。それにもかかわらず、これまで日本
法の世界では外国語による情報伝達の問題
が正面から取り上げられることはなかった
と言ってよい。 
大阪大学及び名古屋大学は、これまで研究

代表者である末永敏和及び研究分担者であ
る宇田川幸則を中心に、日中の比較法研究を
進めるとともに、日本法を専門とする多くの
中国人研究者を育て、中国との交流を推進し
てきた。また、研究分担者である竹中浩及び
松浦好治を中心に、さまざまな形で法整備支
援や司法通訳翻訳、法令外国語訳プロジェク
トに協力しつつ、それを法情報学や比較法・
比較政治研究に結びつけるべく努めてきた。
さらに、研究分担者である林田雅至及び水野
真木子は、言語を専門とする立場から、外国
人に対する法的権利擁護の具体的問題を積
極的に学問的研究の対象としてきた。それぞ
れの分野において外国語による法情報発信
の問題に深く関わる中で、これらの経験や理
論化の試みを総合し、多言語による法情報発
信について、目的と方法の両面から、掘り下
げた研究を行うことの必要性を認識するに
至った。 
 
２．研究の目的 
本研究プロジェクトは、日本語及び英語を

母語としない人たちに、法令を中心とした日
本の法規範・法文化に関する情報を、多言語
でハイブリッド発信するための効果的な方
法について研究する。とくに、①法情報を発
信する目的は何であり、そこからどのような
効果が期待されるか、②そのために、多言語
（母語及び日本語に、英語など媒介となる言
語を加える）による情報発信をどのように組
み合わせるのが最適であるかについて、法情
報学、通訳翻訳学、メディア・リテラシー論、
比較法・比較政治学等の視点を取り入れつつ、
学際的なアプローチによって解明する。対象
としては、法整備支援及び法（学）教育の双
方において必要度の高い、中国及び中国人に
対する情報発信を中心とする。同時に、現在
の社会状況に鑑み、刑事法の分野を中心に、
ポルトガル語及びロシア語を母語とする
人々への情報発信についても研究し、多言語
化の基礎を固める。 
 
３．研究の方法 
中国語を中心に、媒介言語としての英語と

台湾で行われた中国語訳、さらにポルトガル
語及びロシア語について、法情報学研究者、
比較法・比較政治研究者、言語の専門家に海
外の研究者を加えた研究体制を構築し、これ

らの外国語及び日本語に媒介となる言語を
加えた法情報の発信に関して、以下の 4 つの
チームがそれぞれの側面から並行して研究
を進めた。そして、この 4 つのチームが相互
に連携・交流しつつ研究を進めることによっ
て、情報発信の目的、情報発信を必要とする
状況に合わせたツールの選択と発信の効果
につき、総合的な認識に到達することを目指
した。 
第 1 は、中国に向けての法情報発信に伴う

諸問題を研究するチームである。法整備支援
や中国人留学生の教育のための法情報の発
信に関わる問題を研究した。末永敏和を中心
に宇田川幸則が協力し、このチームの支援の
ために、台湾政治大学及び中正大学の協力を
得て台湾の中国語のサポートグループを、中
国の浙江大学、南京大学、上海交通大学、華
東政法大学の協力を得て中国語のサポート
グループを組織した。 
第 2 は、日本に滞在する外国人に対する法

情報発信に伴う諸問題について研究するチ
ームである。竹中浩を中心に水谷規男及び髙
井裕之が研究し、これと密接に連携しながら、
林田雅至及び水野真木子が、それぞれ日系ブ
ラジル人の生活環境及び司法通訳・翻訳に関
わる側面から研究を進めた。このチームの支
援のために、ブラジルのサンパウロ大学及び
リオ・デ・ジャネイロ州立大学の協力を得て
ポルトガル語のサポートグループを、ロシア
の極東連邦大学の協力を得てロシア語のサ
ポートグループを組織した。 
第 3 は、法令外国語翻訳プロジェクト（英

訳が中心）において培われた技術を活用し、
多言語化された対訳辞書の作成を中心に、法
令外国語翻訳プロジェクトの多言語化に伴
う諸問題について研究するチームである。松
浦好治を中心に、養老真一、田中規久雄、外
山勝彦が研究し、水野が通訳翻訳学の立場か
ら助言した。また松浦と水野は、隣接するプ
ロジェクトについての情報を集中し、より効
率的なプロジェクトの運営に配慮した。 
第 4 は、比較法・比較政治的アプローチに

よる情報発信の目的及び効果の分析を行う
チームである。このチームはプロジェクト全
体に対して法学・政治学的展望を与え、全体
の統一を図った。竹中を中心とし、マルセ
ロ・デ・アウカンタラ、水谷、髙井、樹神成
が研究した。さらに随時、大阪大学及び名古
屋大学の法学・政治学系教員の協力を得た。 
以上の 4つのチームの連携を円滑に進める

ためにプロジェクトマネジャーを採用し、研
究代表者及び代表補佐のもとで、このプロジ
ェクトマネジャーが全体の調整に当たり、さ
らに 4 つのチームを結ぶ手段として、一般公
開用とメンバー用のページからなるホーム
ページとメーリングリストを構築した。 
 
４．研究成果 
平成 22 年度は初年度として、まず研究体

制の構築を行った。全体の打ち合わせ会を 5



月と 9 月に大阪大学法学研究科で開催し、12
月には研究内容及び成果を紹介するホーム
ページを開設した。また、研究チームとして
以下の 4 つを組織して研究活動を行い、次年
度以降の具体的方向性を定めることができ
た。 
 第 1 チームは、中国の浙江大学法学院との
研究協力体制を構築するとともに、6 月に大
阪大学上海センターでアジア法研究会、12
月に浙江大学法学院で商法研究会、2 月に大
阪大学法学研究科で商法研究会を開催した
ことで、日中会社法の比較研究を大きく発展
させることができた。第 2 チームは、日本法
の教育研究、司法通訳、在日外国人に関する
アンケートを実施し、1 月にはブラジルのサ
ンパウロ大学法学部教授を招へいして講演
会を開催した。また、模擬尋問に関するロシ
ア語教材を初めて開発した。第 3 チームは、
台湾の中正大学法情報研究所と協力して、日
台間の法令データベース構築の作業を進め
るとともに、日中間の作業を実現するための
準備を行った。第 4 チームは、第 2 チームの
支援とともに、法情報に関するポルトガル語
とロシア語の文献の調査及び収集を行い、ロ
シア刑事訴訟法の翻訳作業も行った。 
平成 23 年度は 2 年目として、初年度に開

始した研究調査と分析を本格的に進めた。全
体の打ち合わせ会を 5 月と 11 月に大阪大学
法学研究科で開催し、2 月には研究内容及び
成果を紹介するホームページの大幅な更新
を行った。4 つの研究チームは以下の研究活
動を通じて、次年度以降の多言語ハイブリッ
ド情報発信の効果的方法の具体的検討に向
けて、重要なデータ蓄積を行うことができた。 
 第 1 チームは、中国との研究協力をさらに
発展させて、浙江大学法学院で 6 月に民商法
研究会、3 月に法情報学ワークショップを開
催し、また同じ 3 月に上海の弁護士事務所を
訪問して、日本の会社法改正検討作業に関す
る意見交換を行った。第 2 チームは、司法通
訳及び外国人サポートに関するアンケート
を引き続き実施し、6 月には英国のロンドン
大学法学部教授を招へいして講演会を開催
した。また、模擬尋問に関する外国語教材の
ロシア語版の改良に加えて、ポルトガル語版、
中国語版、英語版を作成した。第 3チームは、
台湾の中正大学法情報研究所と引き続き協
力して、日台間の法令データベース構築の作
業をさらに進めた一方で、日韓間の作業も進
めることができた。第 4 チームは昨年度に引
き続き、ロシア刑事訴訟法の翻訳とその検討
作業を行い、また本研究プロジェクトの中心
的な成果物としての書籍の刊行準備を進め
た。 
平成 24 年度は 3 年目として、これまでの

研究調査と分析をさらに進めるとともに、全
体の打ち合わせ会を 6 月と 11 月に大阪大学
法学研究科で開催し、11 月に研究内容及び成
果を紹介するホームページの大幅な更新を
行った。また、4 つの研究チームは以下の研

究活動を行いながら、最終年度となる次年度
に作成する書籍（論文集）の内容構成など、
その準備をさらに進めた。 
第 1 チームは、中国とともに台湾との研究

協力を発展させて、9 月に台湾中正大学法学
院及び台湾政治大学法学院への訪問調査を
行い、12 月と 3 月には上海において「上海中
日民事法研究会」を開催した。第 2チームは、
模擬尋問に関する外国語教材（ロシア語版、
ポルトガル語版、中国語版、英語版）の改良
を行い、ホームページ上に一般公開し、8 月
には難民通訳に関して韓国、法廷通訳に関し
てオーストラリアへの訪問調査を行った。第
3 チームは、これまでの台湾と韓国に加えて
中国とも研究協力を発展させることができ、
漢字の字体（新字体、繁体字、簡体字等）の
自動変換も含めて、「漢字文化圏法令多言語
データベース」の構築に向けて大きく前進す
ることができた。第 4 チームは、日本地方自
治法のロシア語翻訳の作業を進めるととも
に、3 月には中国人及びロシア人研究者を招
へいして、「北東アジアの自治―課題と展望
―」というセミナーを大阪大学法学研究科で
開催した。 
平成 25 年度は 4 年目の最終年度として、

全体の打ち合わせ会を 5 月と 11 月に大阪大
学法学研究科で開催し、これまでの研究調査
と分析の総まとめとして、9 月に国際シンポ
ジウム「多文化共生時代の法と言語」を開催
し、3 月に成果物（論文集）「多文化共生時代
の法と言語」を簡易製本した。研究内容及び
成果を紹介するホームページは、7 月と 3 月
に更新を行った。 
 また第 1 チームと第 2 チームは、上記のシ
ンポジウムと論文集を中心に研究成果の取
りまとめを行った。一方、第 3 チームは、上
記のシンポジウムと論文集に加えて、日本・
台湾・韓国・中国の研究協力による「漢字文
化圏法令多言語データベース」の構築を進め
るとともに、宇宙法に関する日英対訳法令デ
ータベースの構築も行った。第 4 チームは、
日本地方自治法のロシア語翻訳の作業も進
めることができた。 
 このように最終年度は、4 つの研究チーム
の特徴を活かして個々の成果を取りまとめ
ながら、研究プロジェクト全体の成果をシン
ポジウムと論文集という形でまとめること
ができ、論文集の書籍化も含めて、今後の発
展可能性を大いに残して 4年間の研究プロジ
ェクトを終了することができた。 
論文集は、法と言語に関わる問題、特に相

互理解を促すうえで言語の障壁をいかにし
て克服するかという問題について考え、さら
に、その解決に向けて大学がどのような役割
を果たすことができるかを考えたものであ
り、目次は以下の通りである。 
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第 1 部 司法通訳と在留外国人支援 



第 1 章 司法通訳の諸問題 
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 コラム 1 行政の取り組み―外国人のための情報提供
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コラム 2 大学の取り組み―まずは University 

Community Interpreter の養成を目指そう！―  

林田 雅至 
第 2 部 東アジア地域の相互理解と法 
第 5 章 東アジアにおける法教育と法情報学 
  松浦 好治、養老 真一 
第 6章 中日企業関係法の比較研究―中国法への日本法

の示唆という視点から― 
徐 進 他、末永 敏和（監修） 

第 7章 国連児童権利条約と子どもの最善の利益の原則

―法律的情報の応用による日台比較研究の方法に

関する考察も視野に入れて―  施 慧玲 他 
第 8 章 「地方自治体」「地方公共団体」のロシア語訳

をとおしてみたロシアの地方自治  樹神 成 
結 章  末永 敏和 
付 録 本研究プロジェクトの紹介、司法通訳教材（ロ

シア語版、ポルトガル語版、中国語版、英語版） 
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